
［施工時期の平準化］進捗状況

都道府県の平準化率の状況
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全国平均（都道府県）
令和元年度：0.76
令和２年度：0.77

○ 人口10万以上の団体に加え、人口10万未満の小規模な団体においても施工時期の平準化が進展

各地域における平準化率別の市区町村の構成割合

※地域区分
北 海 道
東 北
関 東

北 陸
中 部

：北海道
：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県
東京都、神奈川県、山梨県、長野県
：新潟県、石川県、富山県
：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近 畿

中 国
四 国
九 州

沖 縄

：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県
奈良県、和歌山県
：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
宮崎県、鹿児島県
：沖縄県

平準化率の区分:

全国 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄県

0.55 0.81 0.58 0.50 0.56 0.50 0.47 0.62 0.55 0.47 0.45

地域別の平準化率の平均値（市区町村）
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（791団体）

※グラフ内の数字は地方公共団体数

町・村
（914団体）

※平準化率の定義：４～６月期の工事平均稼働件数／年度の工事平均稼働件数

※都道府県の平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（１件当たり500万円以上の工事を対象）

※市区町村の平準化率は、「令和２年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査」を基に算出（１件当たり130万円以上の工事を対象）

平準化率 0.8以上

平準化率 0.7～0.8

平準化率 0.6～0.7

平準化率 0.6未満

資料 ４



［施工時期の平準化］ 見える化（令和３年５月公表）

地方公共団体における施工時期の平準化の進捗・取組状況「見える化」（令和３年５月公表）

各地方公共団体の平準化の進捗・取組状況について、主に以下の項目を「見える化」
〇平準化率
〇平準化の取組状況（「さしすせそ」の取組※）

※ 平準化「さしすせそ」の取組
（さ）債務負担行為の活用
（し）柔軟な工期の設定（余裕期間制度の活用）
（す）速やかな繰越手続
（せ）積算の前倒し
（そ）早期執行のための目標設定

※平準化率の定義：４～６月期の工事平均稼働件数／年度の工事平均稼働件数

※平準化率は、「令和２年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査」を基に算出（令和元年度実績）

都道府県・指定都市は発注金額500万円以上の工事、市区町村は発注金額130万円以上の工事

※人口10万以上の市については下線にて表示（出典：総務省「平成27年国勢調査」）

国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00048.html

（大阪府における各市町村の平準化率）
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建設キャリアアップシステムの利用状況（2022年3月末）

技能者の登録数

事業者の登録数

就業履歴数

85.9万人が登録

※労働力調査（R2）における建設業技能者数：318万人

16.7万社が登録

※うち一人親方は5万社

現場での利用は高水準で推移

※3月は過去最高の313.4万履歴を蓄積

各図表の縦軸単位は千件
出所：建設業振興基金データより国土交通省
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公共工事におけるＣＣＵＳ活用の促進

国直轄工事 地方公共団体 独法・特殊会社

国土交通省より、独立行政法人
等に対してCCUS活用を周知
（R２年４月）

○ＵＲ都市機構においてＲ３年度
から原則全ての新規建設工事で
推奨モデル工事を実施予定
（Ｒ３年度は20件程度の工事に適
用予定）

○水資源機構においてR３年度に
本社契約の土木一式工事で義務
化モデル工事を１件実施。その
他の本社契約の土木一式工事を
推奨モデル工事として原則実施

〇NEXCO西日本においてR3年度
から義務化モデル工事を実施予
定

地方公共団体

【都道府県の導入・検討状況】

※市町村に対しても要請し、都道府県公契連での周
知に加え、人口１０万以上の全ての市区に対して
国から直接ヒアリング等を実施

国土交通省より、直轄事業での
モデル工事や先行する県による
総合評価での加点等を踏まえた
取組を要請（R２年４月）

○３５道府県が企業評価の導入を表
明、他の全ての都道府県も検討を
表明

評価の導入
を検討
【12団体】

（令和３年３月末までに全市区283団体に実施）

＋14団
体

R4.3時点
導入表明

【35団体】

R3.3時点導入表明
【21団体】

R２年度より、モデル工事を試行

事業者登録率・技能者登録率・就業履
歴蓄積率（カードタッチ率）を確認の上、
達成状況により工事成績評定で加点

【一般土木工事（WTO対象＋Bランク）】
○ CCUS義務化モデル工事

（全国で６４件（Ｒ３年度契約） ）※予定を含む
※カードリーダー設置費用、現場利用料（カードタッ
チ費用）について、実績に基づき、発注者が負担

○ CCUS活用推奨モデル工事
（全国で１６件 （Ｒ３年度契約） ）※予定を含む

○地元業界の理解がある２６都府県に
おいて、直轄Cランク工事でも活用推
奨モデル工事を試行

【営繕工事】
○ CCUS活用推奨モデル営繕工事

（全国で２７件（R３年度契約） ）※予定を含む

【港湾・空港工事】
○ CCUS活用モデル工事

（全国で４７件（R３年度契約） ）※２月までの実績

(令和４年３月２５日 現在)
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○建設キャリアアップシステム（CCUS）の普及・活用により、技能者の処遇改善等を図るため、技能者側のメ
リット向上（建退共との連携等）に加え、公共工事発注者によるモデル工事等によりCCUSの利用を促進

○国の直轄モデル工事のほか、都道府県や独法・特殊会社でモデル工事等の導入が広がってきており、今
後、さらに地方公共団体等を中心として取組を加速化

(令和４年３月２５日 現在)



日本建設業連合会 建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い



日本建設業連合会 建設資材高騰等の現状


